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定款一部変更に関するお知らせ 

当社は､本日開催の取締役会において､｢定款一部変更の件｣を平成 25 年 6 月 27 日

開催予定の第 133 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の

とおりお知らせいたします。 
記 

１．定款変更の理由 
（１）第 2 条につきまして、今後の事業内容の多様化に対応するため、事業目的 

を追加するものであります。 
 （２）第 18 条につきまして､取締役の員数を実態に合わせた適正な員数とする 

ため、現状の 13 名以内より 10 名以内に変更するものであります。 
２．変更の内容 
  変更の内容は次のとおりであります。下線は変更部分であります。 

現行定款 変 更 案 
（目 的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを 

    目的とする。 

 １．  

 ～    （条文省略） 

 ４． 

       （新 設） 

  

  

        （新 設） 

  

       （新 設） 

    

       （新 設） 

    

  ５． 他会社に対する投資並びに会社設立の

    発起人となること 

（目 的） 

第２条    （現行通り） 

     

 １．  

～     （現行通り） 

４． 

 ５．太陽光など再生可能エネルギー発電設 

   備の導入による発電及び電力供給･販売 

   並びにこれに付随する一切の事業 

  ６．労働者派遣並びにこれに付随する一切 

   の事業 

 ７．農業に関連する事業並びにこれに付随 

   する一切の事業 

 ８．倉庫業並びにこれに付随する一切の 

   事業 

  ９．    （現行通り） 



 
 

現行定款 変 更 案 
（員数及び選任決議） 

第 18 条 ①当会社の取締役は 13 名以内とし、

     株主総会でこれを選任決議する。 

    ②～③ （条文省略） 

（員数及び選任決議） 

第 18 条 ①当会社の取締役は 10 名以内とし、

     株主総会でこれを選任決議する。 

    ②～③ （現行通り） 

 
３．日程 
 定款変更のための株主総会開催日：平成 25 年６月 27 日(木) 予定 
 定款変更の効力発生日     ：平成 25 年６月 27 日(木) 予定 

 
                                  以 上 


